
《避難行動要支援者対策》避難行動要支援者の個別計画策定

掲載先ULR：https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s002000/d002010/zentaikeikaku.html

• 板倉町では、支援プラン全体計画に基づき、支援希望者全員に対し個別計画を策定済み。
• なお、対象者の把握のため、町は避難支援制度のお知らせを対象者に毎年通知し、避難支
援プラン希望者全員に訪問調査の上で支援の希望を確認している。

• 訪問調査の際には本人または、ご家族等にDVD等で説明している。

板倉町の避難行動要支援者の判断、抽出方法

避難支援プランの対象範囲

①介護保険における要
介護者

要介護３以上

②身体障害者 身体障害者手帳１、２級

③知的障害者 療育手帳Ａ

④精神障害者 精神保健福祉手帳１級

⑤高齢者（７５歳以上の
者をいう。）

ひとり暮らし高齢者、高
齢者のみの世帯の者

町避難支援制度の
お知らせ（毎年）

960人（令和3年度）

避難支援プランの希望者
訪問調査（希望者全員）

※本人又は御家族等に対して避
難支援制度についてDVD を用い
る等して説明

避難行動要支援者
44人（令和3年度）

支援を希望

《板倉町》

https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s002000/d002010/zentaikeikaku.html

